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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 
国名：中華人民共和国 案件名：四川省震災後森林植生復旧計画プロジ

ェクト 
分野：自然環境保全-荒廃地回復  援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部 協力金額：5.8 億円 
協力期間 2010 年 2 月 1 日 ～ 

2015 年 1 月 31 日 （5 年間） 
（R/D）2009 年 11 月 3 日 
 

先方関係機関（C/P 機関）：四川省林業庁、四

川省林業調査規画院、四川省林業科学研究院、

四川省林業幹部学校、汶川県林業局、北川県林

業局、綿竹市林業局、（2012 年度より）茂県林

業局及び彭州市林業局 
日本側協力機関：農林水産省林野庁、独立行政

法人森林総合研究所 
他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

中華人民共和国（以下｢中国｣と記す）四川省汶川県において 2008 年 5 月 12 日に発生した

四川大地震は、マグニチュード 8.0 という未曽有の規模で、建物や道路、ライフライン等の住

民の生活基盤のみならず、森林植生にも多大な被害を与えた。地震による森林の被害面積は約

33 万 ha にのぼり、被災森林は、その後も地すべり、土石流、山腹崩壊、落石など災害が起こ

りやすい危険な状態となっている。また、震災の被災地はパンダ等の希少野生生物の主要な生

息地であることに加え、長江上流域の重要な水源地にもなっていることから、森林の植生回復

による生態系や水源涵養機能の回復、土石流等の二次災害の防止等を図ることが急務となって

いる。この震災に対し、中国政府は「国家汶川地震復興再建総体計画」を発布し、これに照ら

し四川省政府は「四川地震災害後林業生態回復と再建計画」を制定し、森林の植生回復に取り

組むこととした。 
独立行政法人国際協力機構（JICA）による四川省に対する林業分野の協力については、2000

年 7 月から 2005 年 6 月の 5 年間、技術協力プロジェクト「四川省森林造成モデル計画」等が

実施され、一定の成果を挙げてきたものの、今回の四川大地震に伴う森林被害では、被災地域

の地理的条件が多様なためそれぞれの条件に対する的確な対策の見極めが難しくなっている。

また、これまで中国では経験したことがない規模の森林植生破壊であったため、植生回復の技

術や管理能力が不足している状況にある。 
 このような背景から、四川大地震により被災した森林の復旧事業を行うための四川省関係機

関の技術能力の向上を図ることを目的として、「四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト」

（以下｢プロジェクト｣と記す）が四川省林業庁から中国政府を通じてわが国政府へ要請され

た。これを受け、JICA は 2010 年 2 月より 2015 年 1 月までの 5 年間、四川省林業庁をカウン

ターパート（C/P）機関として、①プロジェクトエリアにおける森林復旧計画の策定、②試験

施工を通じた森林復旧技術の実証・体系化、③技術研修を主要な成果とする本件を開始した。

 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、四川省林業庁を C/P 機関として、被災森林植生の復旧計画の策定、主要

な復旧工法に係る技術体系の確立、復旧事業を行うための技術研修の内容・体制の強化により、

関係機関の技術能力の向上を目指すものである。 
(1) 上位目標 

四川省の震災跡地において、被災森林植生の復旧事業が持続的・自立的に行われる。 
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(2) プロジェクト目標 
プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生の復旧事業に わる関係機関の技

術能力が向上する。 
(3) 成果 
成果 1．プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生の復旧計画が策定される。 
成果 2．被災森林植生の主要な復旧工法に係る技術体系が確立される。 
成果 3．被災森林植生の復旧事業を行うための技術研修の内容・体制が強化される。 

( )  
日本側 ： 
・長期 家：合計 176  （2015 年 1 月プロジェクト までの見 み） 

 1.チーフアド イ ー/ 山計画   59   
 2. 山 計/ 山施工             59  
 3.研修/業務調                  58  

・ 期 家：合計  8.5  （201 年 8 月 ） 
 分野（ 山計画、 山 計、 山施工管理、 山技術基 ） 家 5 名  

・ 機 与： 9 191 万円（四 、 クア プ 、 デ 、PC 等） 
・ 強化 ：2 億 5 07 万円（2009 年度～201 年度 １四 期までの実 ） 

試験施工 、技術研修  
・C/P 本 研修：6 名（プロジェクト C/P は 3 名、その他関係 30 名）  

 
中国側 ： 
・C/P ： 9 名（201 年 8 月 ） 

内 ：事業管理 20 名、 山計画 12 名、 山 ・ 計・施工 13 名、研修 2 名、 
通 1 名、 1 名 

・  合計 1 83 万 （2 億 6 38 万円）  
（C/P 活 、プロジェクト事務所 、通 、 人件 等） 

・内 ：2010 年度 3 1 万 （6 072 万円）、2011 年度 1 6 万 （2 593 万円）、2012 年度

67 万 （1 195 万円）、2013 年度 865 万 （1 億 5 378 万円）、201 年度見 み 
6 万 （1 1 5 万円） 

・プロジェクト事務所： カ所 
（四川省林業庁、汶川県林業局、北川県林業局、綿竹市林業局） 

： から円への は、17.786 円/ ：JICA 制 ート（201 年 10 月）を 。 
 

．評価調査 の概要 
調査  日本側 

名 分野 所  

関 一  総 / 長 JICA 地球環境部 技術  

見  山技術 
林野庁 森林 部 計画  林業協力  

指  長  

中  協力 画 
JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ自然

環境 一チー  

  評価分  有 ン ル ング フ   
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中国側 
名 分野 所  

 立  長/総  国家林業局対 合 目中  主  

    四川省林業科学研究院 研究  

    四川省林業調査規画院 工  
 

調査期間 201 年 9 月 12 日～201 年 9 月 23 日 評価 ： 評価 
．評価結果の概要 
－１ の  

１ １ プロジェクト目標の実  
プロジェクト目標は、 に 成されている。 

プロジェクトの技術を した被災森林植生復旧工事（試験施工地及び独自施工）の面

積合 については、汶川県は 69. 、北川県が 99.7 、綿竹市が 97.8 、彭州市が 100
であった。汶川県を いた 3 つの市県で目標 を 成した。未 成となった汶川県は、生

環境が しい 流域に し、活 が くなった。 プロジェクトエリアでの独自施

工は、汶川県は 20.28 ha、北川県 20.01 ha、綿竹市 59.05 ha に及び、目標 の「1 ha 以上実

施」を大 に上回った。 
これらの施工では、 市県林業局が、復旧工事実施 所の 定等の 画を い、省林業調

査規画院、省林業科学研究院、 林業局が調査・ 計を い、林業局、林業 ー ン

等が施工 を っており、C/P 機関の被災森林植生復旧事業に係る技術能力が向上したこ

とが確 された。 
 

１  成果の実  
(1) 成果 1 の実  

成果 1 は、 に 成されている。 
パイロ ト イト（北川県 、綿竹市 、汶川県 州 ）の被災森林植生復旧

計画が策定され、 1 回合 調 （JCC）で された。た し、綿竹市のパイロ

ト イトでは 2010 年大規模な土石流が発生し、 定した イトでの復旧計画が活 で

きなくなった。試験施工地はパイロ ト イト で たに 定し、施工した。 
 

(2) 成果の実  
成果 2 は、 に 成されている。 

プロジェクトエリアの C/P 機関 3 市県林業局は、2013 年 までに試験施工地をそれぞ

れ 5 ha 以上 成さ ている。内 は、汶川県 5.0  ha（ カ所）、北川県 5.02 ha（3 カ所）、

綿竹市 8.27 ha（3 カ所）でプロジェクトエリアの試験施工地は合計 10 カ所となった。ま

た、プロジェクトの C/P によって策定された技術指 （中国 では「地方標 」）「林業

山調査規画 計技術規 」が、四川省 技術 局の 201 年 7 月 2 日 （201
年 5 ）により、7 月 25 日 、201 年 9 月 1 日実施、として 布されたことを確

した。 
 

(3) 成果 3 の実  
成果 3 は ぼ 成されている。 

研修カリ ュラ 及び トは、これまで省林業幹部学校でプロジェクトが実施した

17 回の林業 山研修 とに 成・ されており、プロジェクト 後の研修 ー （201
年 10 月 18 回と 11 月 19 回）で 成の 定となっている。林業 山の総合 トは

－ iii －



 
 

業中であり、 成し次 省林業庁によって される見通しである。2 つの研

修 ー 「林業 山技術 養成研修」及び「林業 山 及研修」には林業 山技術が

されている。また、林業幹部学校が独自に実施した研修のカリ ュラ の中に林業 山技

術が されており、かつ C/P の研修 も 7 名が 成され を実施している。 
 

－２ の要  

(1)  
プロジェクトは でも である。 

本プロジェクトは、四川大地震後に中国政府が発布した「国家汶川地震復興再建総体計

画（2008 年 9 月 19 日 布）」に照らし、四川省政府が制定した「汶川地震災害後林業生態

回復再建計画」による、森林の植生回復への取り組みのため、関係機関の技術能力向上を

図る目的で開始されたプロジェクトであり、 でも被災森林の植生復旧は していな

い。また、2013 年 月に発生した四川省 市 山地震の復旧計画に「林業 山技術」の

を 定し、 要な林業 山 を確保したことから、地域・ の被災森林復旧ニー

はさらに まっている。  
201 年 9 月四川省林業庁が、国家政策「生態 建 」（生態環境を重 する開発政策）

を受けて策定した「四川省林業生態 建 計画要 （201 -2020）」でも、林業 山技術

はモデルと位 けられ、生態環境政策との 合 も い。また、日本の対中国経 協力

計画にも合 している。日本の技術の 位 では、土 工事と造林を組み合わ て施工す

る 山技術は未 の 域の技術であった。 
 

(2) 有  
有 は い。 

計画された 3 つの成果、 に成果 2 における試験施工を通じた実 、及び成果 3 の 山

技術 養成研修によるプロジェクト目標 成への 度は い。さらに目標 成の す

べき 要 として、12 カ所に及 試験施工地が「林業 山モデル」として機能したこと

が挙げられる。試験施工地をモデルとするアプローチは、この「林業 山モデル」によっ

て、中国の林業部 においては経験のなかった土 的 法と 化的 法を組み合わ た被

災森林植生復旧へと、林業関係 及び省・市・県幹部の を大きく えた。このことが、

プロジェクト目標の指標 2. 市県林業局によるプロジェクトの技術を した独自施工面

積の 目標を大 に上回る 要 となった。 
 

(3)  
は中 度である。 

成果の 成状況においては、 に照らして に が いものは「成果 2」であっ

た。 要 として、市県林業局 C/P 機関と省及び市県技術系 C/P、日本人 家の 中的

により、林業 山の試験施工が 果的に 。また、中国側の経験が生かされ、地

の 的技術、地 の の 、地 の を した トの は、 を

めた。また、成果 3 では、四川省林業幹部学校が先行した JICA プロジェクトの C/P 機関

でもあり研修管理の ウ ウが活 された。 の として、C/P については、

被災市県林業局 C/P 機関は人 不足のなか 大 の 力がなされた。 家 について

は、 山 計/ 山施工長期 家が 1 名で 3 市県での重 した施工 指 は 難であっ

た。日本からの 与機 は、 等はおおむ に されているものの、四川省林業

庁等、市県林業局に 与された デ カ ラ 9 は、機 の 定に があった。本 研

修では、経験のない林業 山事業の全体的理 に したが、一部の研修 は 国後プロ

ジェクト活 から れた 、活 への関与が い 、C/P 以 の研修 も くを める

－ iv －



 
 

                                                        
1
中国国家標 規 （通 ： 規 ）は、「中華人民共和国標 化法」で定められた「技術基 」で、「生産・

・ するためには ず らなけれ ならない」（ 3 1 条）。また、中国の標 は、国家標 以 にも

「業 標 」、「地方標 」、「 業標 」がある。 

など、 下の一 となっている。ローカル トは、日本側がプロジェクトの試験

施工 、林業 山研修 をすべて 、中国側は、C/P 活 、プロジェクト事務所

等を した。なお、C/P の 市県林業局は、独自 により施工を実施した。 
 

( ) インパクト 
上位目標は、 で に ぼ 成されており、 評価調査でプロジェクト・デ

イン・マトリ ク （PD ）の指標（森林植生復旧面積）を 100 ha から 200 ha へ した。

四川省林業庁による独自施工による森林植生復旧面積は、2013 年 の実 で 99.3  ha で
あり 201 年中に しして 100 ha 成の見 みである。た し 99.3  ha は、 のとこ

プロジェクトエリアの市県林業局独自施工の合計面積のみである。プロジェクトエリア

では、201 年より 山地震植生復旧計画での、プロジェクトの技術を した施工が

開始された。 要 としては、省林業庁が 2013 年まで 5 市県で実施した「四川省震災地

植生復旧試行・モデル」プロジェクトにより、市県林業局の独自施工面積が 大したこと

が挙げられる。 
その他のインパクトに関しては、 のインパクトが以下の通り確 された。 

・国家林業局の政策へインパクトを与えた。プロジェクトによる林業 山の実施と生態環

境への 果を まえ、201 年 9 月、国家林業局 森林法 案 52 条へ「林業 山」

が された。これはもっとも大きなプロジェクトのインパクトと位 けられる。 
・ たな震災の植生復興計画 へインパクトを与えた。 の造林 法による 化

の 価は 1 ー（約 0.07 ha） たり 600 でしかなかったが、2013 年 月 山地震が発

生し策定された被災地植生復旧計画では、林業 山が計画に れられ、 は 1 ー

たり 20 000 ～26 000 の 価で計上され された。 
・地 住民への ・林業 山技術 のインパクトを与えた。林業 山の施工地では、

クル 等が植 され、これらを地 住民が できることにより の向上が期 され

る。また、林業 山の技術を地 住民が農地の保全にも するようになってきた。 
一方、 のインパクトは確 されなかった。 

 
(5) 持続  

持続 は、以下のように政策・制度面、組 面、技術面、 政面につきそれぞれ が

あるため、中 度である。 
政策・制度面については、四川省 技術 局によって林業 山が四川省地方標 「林

業 山調査規画 計技術規 」として ・ 布された。また国家林業局においても 森

林法 案 52 条に林業 山が された。「林業 山モデル」は、制度化・政策化へ

向けて大きな一 を み した状況である。た し地方標 が実際の事業に されるに

は、四川省からこれを実施する施行通 が 要であり、地方標 1どおり施工するための施

工技術マニュアルも 要とされている。 
組 面については、四川省林業庁において、国際合 はプロジェクトの として機

能していたものの、今後は四川省林業庁内 部署の業務分 に基 き、関連部署による林

業 山の 体的実施を 定する 要がある。C/P 機関の 5 市県林業局では、プロジェクトに

より林業 山の試験施工、独自施工の実施による実 はでき、組 として 的に実施す

る体制は っている。 
技術面については、技術系 C/P として、省林業調査規画院、省林業科学院、 市県林業

局の能力は 分に向上していることが確 されており、う 7 名は に研修 人 とし

－ v －



 
 

ての能力も強化された。林業幹部学校 C/P も研修 能力は 分に まっている。た し

省林業庁については技術能力の強化が 分にできていない。 
政面については、省林業庁では「四川省震災地植生復旧試行・モデル」を被災 39 市県

のう 5 市県（う 市県 JICA のプロジェクトエリア）で実施したが、2013 年で に

した。林業 山事業を実施するには、国家 ルでの政策策定が 要であるが、 森林

法 案 52 条に林業 山が されたことから、林業 山研修を 続的に実施するた

めの の確保が今後見 まれる。 
 

－  要  

(1) 計画内容に関すること： になし。 
(2) 実施プロ に関すること： 

被災森林植生復旧の技術体系確立（成果 2）のための「試験施工」の活 を、林業 山の

経験がない中国において、「 山モデル」として機能さ るため 先的に実施したことが挙

げられる。この 山モデルが、林業関係 及び省、市県幹部の「 山」に対する概 を大き

く えることになり、独自工事を実施するなどの 果発 に大きく した。 
 
－  要  

(1) 計画内容に関すること 
家 は 山 計/施工分野の長期 家は 1 名のみで、3 市県での試験施工に一人で

対 するのは 難であり、活 に見合った 計画ではなかった。プロジェクトの は、

本 活 から積 されるものであるが、そのようになっていないことが である。 
(2) 実施プロ に関すること 

四川省林業庁は、 として国際合 がプロジェクト をしたが、その他の部署は

C/P となっていたものの、プロジェクトの 活 には 的に関与しておらず技術 はさ

れていない。省 ルの C/P 機関の について、日本側は造林 などの技術系部 へは技

術 が 要と えており、林業庁側は「行政は管理が 事で技術は 下の省林業調査規画

院及び省林業科学研究 が している、 要な技術は本 研修で み」とする えに

ついて 通が 分でなかった。 
 

－   

上記のとおり、プロジェクト目標は 成されており、 定どおり 2015 年 1 月に するこ

とが であると合 評価調査 は した。なお、このプロジェクトは、日本独自の 山の

理 と技術を四川省に し、 にその重要 は、中 政府にも められ全国に積極的に 開

されようとしており、極めて大きなインパクトを生み しつつある を合 評価調査 は、

に く評価するものである。 
 

－   

１ プロジェクト（C/P 及び JICA 家）への  
(1) プロジェクト 後に き続き 市県において、多様な を活 し、被災森林植生の

復旧事業が持続的・自立的に行われるとの見通しであることから、JCC において、PD
の上位目標の指標である、プロジェクト 後 3 年目までの森林植生復旧面積を たな

目標 （200 ha 度）に 定するとともに、上位目標を 成するための 部条件として

「多様な を活 できる。」を 加すること。 
(2) 地方標 に 合した施工 が確保されるよう施工技術マニュアルをプロジェクト

までに 成さ ること。 
(3) 研修カリ ュラ 、 トを 研修 ー 研修実施後プロジェクト までに 成
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さ ること。その際、 等を活 した ジュアルにも すること。 
 

 中国側関係機関への  
(1) 国家林業局に対して 

 国家政策「生態 建 」の 上有 な施策である林業 山を制度化するために、

森林法の 定を行うとともに関係省が林業 山を実施するための を確保できるよ

う めること。また、林業 山の国家標 を やかに 成すること。 
(2) 省林業庁に対して 

1) 地方標 「林業 山調査規画 計技術規 」を、実際の事業に 期に するため、

要な施行通 を発 すること。 
2) プロジェクトが 成する研修カリ ュラ 、 ト及び施工技術マニュアルを

すること。 
3) プロジェクト 後の持続的発 に関わる体制と を 期に すること。 

) 被災地の生態系を 期に復旧するため、 き続き省林業幹部学校における林業 山技

術研修の対 の の 大を図ること。 
5) プロジェクト 後においても、多様な を活 し被災森林植生の復旧事業を持続

的・自立的に実施するよう 市県を指 すること。 
6) 生 環境が しい林業 山施工地において、活 を向上さ るために なる技術開

発に めること。 
(3) 市県に対して 

 プロジェクト 後においても、多様な を活 し被災森林植生の復旧事業が持続

的・自立的に実施すること。 
 今後の林業 山の 計と施工については、林業 山の を確保するため省林業庁が

する施工技術マニュアルに基 き、 に実施し 計・施工関連 を持つ

計・施工機関に すること。 
 

 JICA への  
林業 山が中国政府の政策に位 けられるよう、 能な でプロジェクトの成果とイ

ンパクトの 大について、中国側の主体的な活 を側面 援すること。 
 

－   

(1) での試験施工を中 としたアプローチと本 での の有  
 プロジェクトにおいては、林業 山を するためにまず においてその 要 、

有 の C/P による理 を するために 家が技術系 C/P と して 地で試験施

工を実 した。さらに、日本国内での C/P 研修を通して、実際に日本の における

山事業の実施状況を することにより、C/P に林業 山に係る理 が に した。

この結果、C/P の理 が 的に まり、独自施工面積の急 な 大によりプロジェク

ト目標の 成に大きく した。C/P に みの い技術の を図る 合には、

における 指 や本 での が有 である。 
(2) 大学等 等 研究機関のリ ー 活 の  

 プロジェクトにおいては、研修 の確保、 の 、試験地のデータ分 、

ト、 ンド クの 成、林業 山の 果の 証等において北 林業大学等との

連 を行った。こうしたリ ー の活 により、 成果が 的に発 された。

の いリ ー の活 が 要な案件においては、大学等 等 研究機関のリ ー

の活 が 的である。 
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(3) C/P 機関から上部組 への の重要  
 四川省林業庁が、プロジェクトの実施を に重 し、C/P 機関として林業 山の

と重要 を 分 した上で、本プロジェクト実施期間中に、四川省政府と中 政府

の関係部 による林業 山政策の策定を 案し、積極的に した。このように C/P 機

関の上部組 への が に重要である。 
( ) ローカルリ ー の活 による事業の 化 

 プロジェクトにおいては、林業 山という中国側にとって しい理 と技術を

する一方で、 の技術要 に関しては、 土 工といった しい工法 けでなく

地 の 的技術も し、地 の を活 し、地 の を するなど中国側

の経験も活 し、 トの に結び いた。このように、 しい概 を する 合

であっても実 に じて 地リ ー の活 を図ることによって には持続 を

も めることができる。 
(5) 他の JICA プロジェクトの ウ ウの活 による 化 

 本プロジェクトにおいては、「四川省森林造成モデル計画プロジェクト」により、開

発された 山技術を とした他、本プロジェクトの C/P 機関が「 部地 林業人

成プロジェクト」の C/P 機関の とつであったことから、研修管理能力向上におい

てはその ウ ウも活 され、 的な成果の発 に結び いた。プロジェクトの

の計画に たっては、他の JICA プロジェクトの技術、 ウ ウ等を 大 に活 するこ

とにより 化を図ることが重要である。 
(6) 活 の内容に じた 的な 家の  

 本プロジェクトにおいては、 においては、 山 計/ 山施工の長期 家による

地に した指 が 要であったが、3 カ所のパイロ ト イトで 行的に 1 人

の 家が指 することは、 難を極め、プロジェクト 管理上の が生じた。

家の に たっては、 期にも 分な指 が 能となるよう 的な が 要

である。 

－ viii －



 
 

１  調査の概要 
 

１－１  

本 は、201 年（ 成26年）9月に独立行政法人国際協力機構（Ja a  I a a  C a  
A ：JICA）と中華人民共和国共和国（以下、「中国」と記す）政府により行われた「四川省

震災後森林植生復旧計画プロジェクト」の 評価結果をまとめたものである。 
 
１－２ の概要 

１ １ 背景 
中国四川省汶川県において 2008 年 5 月 12 日に発生した四川大地震は、マグニチュード 8.0 

という未 有の規模で、建物や道路、ライフライン等の住民の生活基盤のみならず、森林植生

にも多大な被害を与えた。地震による森林の被害面積は約 33 万 ha にのぼり、被災森林は、そ

の後も地すべり、土石流、山腹崩壊、落石など災害が起こりやすい危険な状態となっている。

また、震災の被災地はパンダ等の希少な野生生物の主要な生息地であることに加え、長江上流

域の重要な水源地にもなっていることから、森林の植生回復による生態系や水源涵養機能の回

復、土石流等の二次災害の防止等を図ることが急務となっている。 
この震災に対し、中国政府は「国家汶川地震復興再建総体計画」を発布し、これに照らし四

川省政府は「四川地震災害後林業生態回復と再建計画」を制定し、森林の植生回復に取り組む

こととした。 
JICA による四川省に対する林業分野の協力については、2000 年 7 月から 2005 年 6 月の 5 

年間、技術協力プロジェクト「四川省森林造成モデル計画」等が実施され、一定の成果を挙げ

てきたものの、今回の四川大地震に伴う森林被害では、被災地域の地理的条件が多様なためそ

れぞれの条件に対する的確な対策の見極めが難しくなっている。また、これまで中国では経験

したことがない規模の森林植生破壊であったため、植生回復の技術や管理能力が不足している

状況にある。 
このような背景から、四川大地震により被災した森林の復旧事業を行うための四川省関係機

関の技術能力の向上を図ることを目的として、「四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト」

（以下｢プロジェクト｣と記す）が四川省林業庁から中国政府を通じてわが国政府へ要請された。

これを受け、JICA は 2010 年 2 月より 2015 年 1 月までの 5 年間、四川省林業庁をカウンタ

ーパート（C a ：C/P）機関として、①プロジェクトエリアにおける森林復旧計画の策定、

②試験施工を通じた森林復旧技術の実証・体系化、③技術研修を主要な成果とする本件を開始

した。 
 
１  プロジェクト要約 

(1) 実施期間：2010 年 2 月 1 日～2015 年 1 月 31 日（5 年間） 
(2) 日本人 家： 

1) 長期 家：チーフアド イ ー/ 山計画、研修/業務調 、 山 計/ 山施工の分野

で合計 6 名。 
2) 期 家： 山生態計画、 山 計、 山施工管理、 山技術基 の分野で合計 5
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名。 
(3) C/P  

事業管理 20 名、 山計画 12 名、 山 ・ 計・施工 13 名、研修 2 名、通 1 名、 
1 名の合計 9 名が されている。 

(4) プロジェクトの 組み 
プロジェクト・デ イン・マトリ ク （P  D  a ：PD ） .3（
1）に 定されている上位目標、プロジェクト目標及びプロジェクト成果は以下のとお

りである。 
1) 上位目標 
四川省の震災跡地において、被災森林植生の復旧事業が持続的・自立的に行われる。 

2) プロジェクト目標 
プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生の復旧事業に わる関係機関

の技術能力が向上する。 
3) 成果 

① 成果 1 
プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生の復旧計画が策定される。 

② 成果 2 
被災森林植生の主要な復旧工法に係る技術体系が確立される。 

③ 成果 3 
被災森林植生の復旧事業を行うための技術研修の内容・体制が強化される。 

 

１－  の  

プロジェクト活 の実 、成果を確 し、評価 5 目（ 、有 、 、インパクト、

持続 ）の から、中国側と合 で評価を行う。また、プロジェクトの までの期間の

を確 し、これらの結果を合 評価 として取りまとめたうえで、合 調

（J  C a  C ：JCC）へ する。 
 

１－  の  

日本から した調査 の構成は表１、中国側調査 の構成は表 のとおりである。 

 

１  

   

関 一  総 長 ICA 地球環境部 技術  

見  山技術 
林野庁 森林 部 計画  林業協力  指

長  

中  協力 画 
JICA 地球環境部 森林・自然環境グループ 

自然環境 一チー   

  評価分  有 ン ル ング フ   
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２  

   

 立  長 総  国家林業局対 合 目中  主  

   四川省林業科学研究院 研究  

   四川省林業調査規画院 工  

 
１－   

本 評価調査は、以下の ・方法により実施された。 

（1） 関係 ・ をプロジェクト及び関係 機関から する。 

（2） 日本人 家、中国側C/P 等の主要関係 に面 を行う。 

（3） 、面 等で されたデータ・ を PD 及び活 計画（P a   a ：P ）

1 に基 き分 する。 

（ ） プロジェクトの 成度、実施プロ 等を評価 5 目に基 き 理し、結果

等をまとめる。 

（5） 評価結果を JCC において共有・協 する。 

（6） 合 評価結果を JCC で共有し、合 する。 

 評価 5 目の は、表 のとおりとした。 

 

 の  

評 価  目 評 価 内 容 

 
R a  

「プロジェクトの目標」「上位目標」は、政府・実施機関・ター トグループの

政策・ニー と合 しているか。 

有  
 

「成果」によって「プロジェクト目標」がどこまで 成されたか。 

 
 

「 」が「成果」にどのようにどれ け されたか。 の 、 、 、方

法、 期は か。 

インパクト 
I a  

プロジェクトが実施されたことにより生ずる 的、間 的な の 。計画

に されなかった や 果も む。 

持続  
a a  

JICA の協力 後もプロジェクト実施による 果が持続されるか。 
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 プロジェクトの実  
 

２－１ の  

１ 日本側 実  
(1) 家  

  

分野  期間合計 家  

1.  チーフアド イ ー / 山計画 ( . h  . a ) 長期 59  2 名 

2. 研修 / 業務調  ( . a a  . a h a) 長期 58  2 名 

3. 山 計 / 山施工 ( . a  . a a ) 長期 59  2 名 

長期 家合計（2015 年 1 月 見 み）  176  6 名 

1． 山生態計画 (2010 . a a ) 期 0.5  1 名 

2． 山 計 (2011  2012  2013  201  . ah ) 期 2  1 名 

3． 山施工管理 (2010  2011  2012  2013 .I a h ) 

(2011  2012 . a a ) 

期 

期 

3.5  

2  

2 名 

. 山技術基  (201  . h ) 期 0.5  1 名 

期 家合計（201 年 8 月 ）  8.5  5 名 

（ 源：プロジェクト ） 

 
(2) 機 与 

                              

機 の  2009年度 2010年度 2011年度 
2012年度 

 
201 年度 

合計 
 
 

1. PC、 デ 等 1 2 300 0 0 0 1 2 300 28  
2. ランドクルー ー（ ） 3 080 000 0 0 0 3 080 000 60  
3. クア プトラ ク（ ） 0 0 663 200 0 663 200 12  

合計 50 300 0 663 200 0 5 167 500 100  
円合計 80 115 282 0 11 795 9 0 0 91 911 222  

（ 源：プロジェクト ） 
 

(3) 地業務  

   

目 2009年度 2010年度 2011年度 2012 年度 2013 年度 201 年度 合計  

1. 山 0 1 302 361 2 603 588 2 231 269 2 220 6 0 21 171 8 572.029 61  
2. 研修 0 101 05  352 06 0 863 361 628 312 26 1 532 377 11  
3. 管理 218 037 598 216 1 332 90 1 11 587 601 618 127 355 3 992 717 28  

合計 218 037 2 001 631 288 898 3 750 719 3 183 886 653 952 1 097 123 100  

円合計 3 878 093 35 601 810 76 28 055 66 711 788 56 629 870 11 631 52 250 737 069  

（ 源：プロジェクト ） 
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( ) CP 本 研修  6 名 （プロジェクトC/P は 3 名、その他関係 30 名） 

 

 中国側 実  
(1) C/P  9 名  （201 年 8 月 ） 
内 ：事業管理 20 名、 山計画 12 名、 山 ・ 計・施工 13 名、研修 2 名、 

通 1 名、 1 名の合計 9 名が されている。 
 

(2)  

    

 2009年度 2010年度 2011年度 2012 年度 2013 年度
201 年度

見 み 
計 

省  0 2 0 2 5 200 200 200 1 085
市県  0 3 17  1 213 72 8 6  13 7 9

総額 0 3 1  1 58 672 8 6 6 6  1 83
円総額 0 60 723 25 933 11 952 153 781 11 5  263 8 3

（ 源：四川省林業庁 回 より 成） 
 ： から円への は、17.7864 円/ ：JICA 制 ート（2014 年 10 月）を 。 
 

(3) 施 ・  

プロジェクト事務所を四川省林業庁（ 務 ・ ）に、及び 家 務 を汶川県林

業局、北川県林業局、綿竹市林業局の計 カ所に した。 
 

２－２ の  

成果 1：プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生の復旧計画が策定される。 

 

 の  

指標 状 成度

1-1. 被災森林植生復旧計画が

県・市林業局及び省林業庁に

よって される。 

1 回 JCC において、試験施工地（北川県 、

綿竹市 、汶川県 州 ）の被災森林植生復旧

計画が策定され、県・市林業局及び省林業庁によっ

て された。 

 

成果 全体の達成度  高 
「高」は、指標に示された目標値に十分達していることを示す。「中」は、指標に示された目標値に部分的に達しているこ

とを示す。「低」は、指標に示された目標値に全く達していないことを示す。「データなし」は、指標に示された数値が入手

できないことを示す。 
 
成果 2：被災森林植生の主要な復旧工法に係る技術体系が確立される。 
 

 の  

指標 状 成度

2-1. プロジェクトエリアの試

験施工地が 5 ha 以上 成す

る。 

3 市県林業局は、2013 年 までにそれぞれ 5 ha 以上の

被災森林植生復旧工事を 成した。試験施工地は計 10
カ所。 
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・汶川県 5.0  ha   （施工地： カ所） 
・北川県 5.02 ha   （施工地：3 カ所） 
・綿竹市 8.27 ha   （施工地：3 カ所） 
 

2-2. 被災森林植生復旧工法にか

かる技術指 が省林業庁に

よって され、かつ さ

れる。 

技術指 （地方標 ）「林業 山 調査規画 計技術規

」は、四川省 技術 局により 201 年 7 月 2
日 布 （201 年 5 ）により、7 月 25 日

、201 年 9 月 1 日実施が 布された。 
 

 

加調査 目： 
C/P 及びC/P 機関は、プロジェ

クトを通じて、一連の被災森

林植生復旧の施工ができるよ

うになったか。 

C/P はこれまでに、プロジェクト試験施工地での活

により、 計 16 カ所、施工 12 カ所、施工後のモニタ

リング、工法の の一定の経験を積 できており、

それらのすべてが技術指 に されている。 
中 

成果 全体の 成度   

「林業 山」プロジェクトでは日本の 山を「林業 山」と 。 

復旧工法に係る技術体系として、2013年よりプロジェクトのC/Pによる ー ンググループ（主

な は省林業調査規画院のC/P が った）によって策定された技術指 （中国 では「地方標

」）「林業 山調査規画 計技術規 」が、四川省 技術 局の 201 年 7 月 2 日に

（201 年 5 ）により、7 月 25 日 、201 年 9 月 1 日実施、として 布されたことを確

した。 
 
成果 3：被災森林植生の復旧事業を行うための技術研修の内容・体制が強化される。 
 

１  の

指標 状 成度

3-1.研修カリ ュラ 及び

トが省林業庁によって

され、かつ震災後復旧等 の

なかで される。 

研修カリ ュラ 、 トは 201 年 10 月 11 月の

後の研修 ー 実施で 成 定である。 山の総合

トは 業中で、 成し次 省林業庁に

よって される見通しである。 
 

い 
見 み

3-2.林業幹部学校における技術

向けの研修 ー に 山技

術に係る研修内容が され

る。  

プロジェクトの研修 ー 「林業 山技術 養成研

修」「林業 山 及研修」には 山技術が され、

プロジェクト までに全 19 回の研修が実施される

体制はできたが、2 つの ー は する 定である

（林業幹部学校にこれらの研修が されている

ではない）。 
林業幹部学校が独自に実施したその他の研修でカリ

ュラ に り まれた事 もある。 
 

中 

3-3. C/P が研修で する。 成され をしている研修 人 C/P は 7 名。 
プロジェクトの研修 ー では、201 年 月の林業

山技術 養成研修、5 月の林業 山 及研修ではC/P
がすべての を した。 

 

加調査 目： 
C/P 機関及びC/P は、①研修

プロジェクトで実施する林業 山研修2つの ー 実

施においては、 分な体制ができた。  
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果の調査、② 果の評価、③評

価結果に じた研修内容の

が実施できる体制になったか。 

 
 

成果 全体の 成度   

 
プロジェクトで 2010 年より実施してきた 2 つの林業 山研修 ー 「林業 山技術 養成研

修」及び「林業 山 及研修」（ 1 回～ 17 回）においては、カリ ュラ 、 ともに C/P
によって 成・ がされる体制となっており、研修 人 C/P も 7 名が 成され を務め

ている。また、省林業幹部学校では独自にア 州 県林業局から林業総合研修を受 してお

り、林業 山をカリ ュラ れて 案したとこ 、201 年 8 月に 1 回、9 月に 2 回目を実施す

ることとなった。 
 以上のことから林業 山研修の実施体制は 分に強化されていることが確 された。しかしな

がら、省林業庁によるこれらの ー の 続計画はなく、研修実施の体制は ったものの 2 つの

ー はプロジェクト までに り 2 回（ 18 回、 19 回）の研修を実施して する見

みである。 
 なお、これまで研修受 計は 1 007 名であり、所 機関 ル 内 は表１１のとおりで

ある。 
 

１１ 内   

計受 （人）                    機関  

1. 省 ルのC/P 機関                      12                  12  
C/P 機関 
33  

2. 市（州） ルのC/P 機関                 17                  2  

3. 県 ルのC/P 機関                      192                 19  

. 四川省内他地域の市（州）県の林業局     588                 59  四川省内関係機関 
63  5. 四川省内その他関係機関                               

6. 他省の林業関係機関                       39                   他省関係機関 
 7. 記 なし                                  3                  0  

研修受 計                        1 007 人             100  

   （ 源：プロジェクト ） 
 
２－  の  

プロジェクト目標：プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生の復旧事業に わる関

係機関の技術能力が向上する  
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１２ の  

指標 状 成度

1. 試験施工地及びプロジェ

クトの技術を し プロ

ジェクトエリアの関係機関

が独自に実施した被災森林

植生復旧工事の面積合

が 90 以上になる。 

201 年7月調査による面積合 は以下のとおりである。

汶川県を いた市県は指標の 90 以上を 成した。 
・汶川県 69.  
・北川県  99.7  
・綿竹市  97.8  
・彭州市 100  
 

一部を

き 
い 

2. プロジェクトエリアの

関係機関が独自に被災森林

植生復旧工事を1 ha以上実

施する。 

2013 年 までに、 市県の林業局は 1 ha 以上を施工した。

市県の実 は以下のとおりである。201 年も独自施工は

続中である。 
・汶川県 20.28 ha 
・北川県 20.01 ha 
・綿竹市 59.05 ha  
 

 

加調査 目： 
C/P 機関の技術能力（組

の被災森林復旧事業実

施の能力、C/P の技術能力）

は、 体的にどの 度向上

したか。 

試験施工及び独自施工においては、 市県の林業局が森林

植生復旧工事の実施 所の 定等の 画を い、林業調査

規画院、林業科学研究院、林業局が、調査・ 計を い、

林業局、林業 ー ン等が施工 を っている。 
 
一方、独自施工では による受 が基本であり、林業

山 技術 の養成研修未受 が 計、施工管理を行う

ー もある。 

一部を

き 
い 

プロジェクト目標の 成度   
面積合 ：活 が基 活 （四川省合 基 活 ：汶川県 70 、他 3 市県 80 ）に している 所の

面積の 合。 
 
プロジェクト目標の指標 1.（面積合 ）については一部エリアで未 成となった。要 は生

環境が しい 流域に するため、 の活 に があったことによる。しかしながら、

加調査 目のとおり、C/P 機関の能力は向上しており、プロジェクト目標は 成されている。 
 
２－  の  

上位目標： 四川省の震災跡地において、被災森林植生の復旧事業が持続的・自立的に行われ

る。 

１  の  

指標 状 成度

1. 震災地 においてプロ

ジェクトの技術を

した森林植生復旧面積

がプロジェクト 後

3 年までに 100 ha に
する。 

2013年 の実 で99.3  ha であり201 年中に しして 成

の見 みである。た し、99.3  ha は のとこ プロジェク

トエリアの市県林業局独自施工の合計面積である。この他、

201 年より、 山地震植生復旧計画での、プロジェクト

の理 と技術を した施工が、プロジェクトエリア で開始

された。 
 

い 
見 み

上位目標の 成度   
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２－  の  

プロジェクトの実施プロ においては、以下のような状況が確 された。 
 

(1) 計画との  
茂県で開始した試験施工では、地方政府の が られず、2012 年以 工事が中止とな

っている。 
 

(2) 技術 の方法 
試験施工地を「林業 山モデル」として機能さ るため、プロジェクト は、成果 2.

（復旧工法に係る技術体系確立）のために計画された試験施工の活 を重 的に実施した。

技術 も、省林業幹部学校での技術研修と試験施工での実 による 技術 成をめ

し、省林業調査規画 計院C/P、省林業科学研究院C/P、市県林業局C/P を 先した。その

後林業 山モデルは機能し、市県関係 による独自施工が 定され、技術 を受けたC/P
らにより 計・施工され独自施工面積 大へとつながった。 

 
(3) ー ー プ 

プロジェクト は 家主 の活 であったが、2013 年の JCC において「201 年度は

中国側が主体的に活 する」ことが されたことから、 は中国側が主体的に活 する

体制へと 行した。 
201 年度活 計画 において 活 の C/P 機関（省林業庁、省林業調査規画 計

院、省林業科学研究院、市県林業局、及び林業幹部学校）及び C/P が 定し「活 総合

計画」に記 された。プロジェクト 後については、省林業庁が 部署の業務分 に基

き関連部署による林業 山の 体的実施体制を める。 
 

( ) 連 協力体制の構  
北 林業大学とは、プロジェクト開始以 、研修 、 の 、北川県試験地での

データ 、 ト、 ンド ク 成等の連 協力が取られてきた。201 年 3 月から 8
月には林業 山の生態 果等の調査を北 林業大学に し、 工法の 評価におい

て協力が られている。 
 

(5) 上部組 （国家林業局）の 援体制 
林業 山の 域 及のため「政策化・法制化」に向けた きが開始されている。2013 年

11 月、国家林業局は林業 山を 研究 として し を四川省で開 した。201
年 8 月、国家林業局 中華人民共和国森林法 （以下 森林法 ）修 へ「林業 山」を

するため、プロジェクト イトへ調査 を し成果を総合的に調査し、プロジェクト

による林業 山の実施と生態環境への 果の調査結果を まえ、201 年 9 月、 森林法

案 52 条へ「林業 山」を さ た。 
 

(6) 中間評価 ュー合 評価 の への対  
一部対 が 難なとこ もあったものの、それ以 は に対 みであった。 
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7) プロジェクトへの  
a) 「四川省震災地植生復旧試行・モデル」への積極的 加：対 み。 
) 活 との C/P の 定：201 年度活 については対 み。 
) められる技術能力の 確化と なる技術 ：一部C/P の められる技術能力は

確化されていない。 
) 林業幹部学校における研修：省林業庁の林業 山 部署が 定しておらず林業

山研修は一部 に まっている。 
) たな工 ・工法の ：金 工は地方標 に記 み が、他の植 技術は

の 定を地 の 向 先としたため 難であった。 
) 他の JICA プロジェクト成果の活 ：省林業幹部学校は先行したプロジェクト成果を

活 していた。 
 

8) JICA への  
a) 長期 家への 援強化： 援の 要な状況が生じなかった。 
) プロジェクト成果の PR：中国事務所 P 等で対 み。 

 
9) 省林業庁への  

a) 中 政府への PR： 庁長の ート等で林業 山の成果を するなど、対 み。 
) JCC ン ーの ： 5 回 JCC で国家林業局造林 を 加した。 
) 関連基 策定の ：プロジェクトの成果 の活 で 成された技術指 （地方標

）は、「林業 山調査規画 計技術規 」として 7 月 25 日 、201 年 9 月 1 日

実施が 布された。  
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 評価 目による評価 
 

－１  

プロジェクト実施の は、 評価 でも い。 
本プロジェクトは、四川大地震後に中国政府が発布した「国家汶川地震復興再建総体計画（2008

年 9 月 19 日 布）」に照らし、四川省政府が制定した「汶川地震災害後林業生態回復再建計画」

による、森林の植生回復への取り組みのため、関係機関の技術能力向上を図る目的で開始された

プロジェクトであり、 でも被災森林の植生復旧は していない。また、2013 年 月に発生

した四川省 山地震の復旧計画に「林業 山技術」を することを 定し、事業に 要な林業

山 を確保した。 計画は（国務院に） され 201 年から に実施しはじめる。実施期

間は 2015 年 後まで続く 定であり、地域・ の被災森林復旧ニー はさらに まっている。 
201 年 9 月、国家政策「生態 建 」（生態環境を重 する開発政策）を受け、四川省林業

庁は生態環境政策を重 し「四川省林業生態 建 計画要 （201 -2020）」を策定した。その

中でも「林業 山」技術は 的モデルと位 けられていることから、生態環境政策との 合

も まっている。 
日本側の政府開発援助（ a  D  A a ： DA）政策については、対中国経 協

力計画の中で環境や生態系の保全は、重 分野となっている。さらに日本の 技術の 位 と

して、中国では山地災害の復旧は国土 源、水 部 が土 工事を することが一 的で、森

林分野では造林による復旧が通 であり、土 工事と造林を組み合わ て施工する 山術は未

の 域の技術であった。日本には中国にはない森林植生を復旧する 山事業の ウ ウがあり、

日本の技術の 位 は い。 
以上のことから、プロジェクトの上位目標「四川省の震災跡地において、被災森林植生の復旧

事業が持続的・自立的に行われる。」及びプロジェクト目標「プロジェクトエリアにおける 表的

な被災森林植生復旧事業に わる関係機関の技術能力が向上する。」は、ター トグループ、地

域・ のニー 、及び 国の政策との 合 は い。 
 
－２  

有 は い。 
プロジェクト目標「プロジェクトエリアにおける 表的な被災森林植生復旧事業に わる関係

機関の技術能力が向上する。」は、計画された 2 つの成果、 に成果 2「被災森林植生の主要な復

旧工法に係る技術体系が確立される」における試験施工を通じた実 、及び、成果 3「被災森林

植生の復旧事業を行うための技術研修の内容・体制が強化される。」の 山技術 養成研修により

成された。さらに、プロジェクト目標 成の すべき 要 として、12 カ所に及 試験施

工地が「林業 山モデル」として機能したことが挙げられる。試験施工地をモデルとするアプロ

ーチはプロジェクト開始 の 家による発案でありC/P 機関と一 となった協力体制で重 的

に実施したものであった。この「林業 山モデル」によって、 の 化のみによる被災森林植

生復旧の理 と方法から、中国の林業部 においては経験のなかった土 的 法と 化的 法を

組み合わ た被災森林植生復旧へと、林業関係 及び省・市・県幹部の を大きく えた。こ

のことがプロジェクト目標の指標 2.（市県林業局によるプロジェクトの技術を した独自施工
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面積）の 目標を大 に上回る 成に した。 
 
－   

は中 度である。 
成果の 成状況においては、プロジェクトの に照らして、 に が いものは「成

果 2：被災森林植生の主要な復旧工法に係る技術体系が確立される」であった。 した要 と

して、市県林業局C/P 機関の積極的な と地 住民の積極的な 加、省及び市県の技術系C/P、
日本人 家の 中的 により、 山試験施工が 果的に 。また、JICA が実施したプロ

ジェクト「四川省森林造成モデル計画プロジェクト」で開発された 山技術を とし、さ

らに、地 の 的技術を し、地 の 、地 の を し、 トの につなが

ったこと、中国側の経験が生かされたことがあげられる。また、「成果 3：被災森林植生の復旧事

業を行うための技術研修の内容・体制が強化される。」についても、省林業幹部学校は、先行した

JICAプロジェクト「 部地 林業人 成プロジェクト」のC/P機関の とつであったことから、

カリ ュラ 成等では「研修管理マニュアル」に った ウ ウが活 され、 を める

要 となった。 
 の については次のとおりである。C/P については、被災した市・県林業局C/P
機関は人 不足の中 大 の 力がされた。プロジェクト の 家 については 山 計/
山施工長期 家が 1 名であったため、3 つの市県で施工が重 した 期の 指 は 難で

あった。日本からの 与機 は、 （ D / クア プトラ ク計 8 ）が 与機

の 72 を め、おおむ に されている。省C/P 機関、市県林業局に 与された デ カ

ラ 9 は 度が い。C/P 本 研修については、一部研修 は 国後のプロジェクト活

への関与がま い がいるものの、経験のない林業 山事業の全体的理 を めるのに し

ている。た し、 国後プロジェクト活 から れたものがおり、 下の一 となってい

る。ローカル トについては、日本側がプロジェクトの試験施工 （12 カ所）、林業 山研

修 を し、中国側は、C/P 活 、プロジェクト事務所 等を した。また市県林業

局からは、独自 による施工が実施された。 
 
－   

上位目標は、 で に ぼ 成されており、 評価調査で PD の指標（森林植生復

旧面積）を 100 ha から 200 ha へ した。 
四川省林業庁による独自施工による森林植生復旧面積は、2013 年 の実 で 99.3  ha であり

201 年中に しして 100 ha 成の見 みである。 要 としては、省林業庁が 2013 年まで

5 市県で実施した「四川省震災地植生復旧試行・モデル」プロジェクトにより、市県林業局の独

自施工面積が 大したことが挙げられる。しなしながら、林業庁プロジェクトは に し、上

位目標の対 となっている震災地 39 市県のう り 3 市県について 続の計画はないことが

省林業庁への調査で確 された。したがって、プロジェクトの技術を した森林植生復旧の

続のためには たな が 要であり、 部条件の 加を する 要がある。なお省林業

庁は、 き続き多様な を活 し、より い目標を 成したいとしている。 
 したがって、プロジェクト 後 3 年での 成が 図されている上位目標であるが、プロジェ

クト に しで 成の見 みとなったため、プロジェクト 後 3 年間の森林植生復旧の
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続を見通した、 たな 目標の 定の が 要である。 
プロジェクト実施によるその他、プラ のインパクトは以下のとおりである。 のインパクト

の はない。 
 
(1) 国家林業局の政策への  
国家林業局では林業 山の 域 及のため「政策化・法制化」に向けた きが開始された。2013

年 11 月、林業 山を 研究 として し を四川省で開 した。201 年 8 月、国家

林業局 森林法 案へ「林業 山」を さ るため、プロジェクト イトへ調査 を

し成果を総合的に調査し、プロジェクトによる林業 山の実施と生態環境への 果の調査結果を

まえ、201 年 9 月、 森林法 案 52 条へ「林業 山」を さ たとこ である。 
 

(2) たな震災の植生復興計画及び への  
2013年 月に四川省 市において 山地震が発生し、策定された「被災地植生復旧計画では、

林業 山が された。 では の造林 法による 化 の 価は１ ー（約 0.07 ha）
たり600 でしかなかったが、1 ー たり20 000 から26 000 の 価で計上され された。 

 
(3) 地 住民への  
 林業 山の施工地では、クル 等が植 され、これらを地 住民が できることにより

の向上が期 される。また、林業 山の技術を地 住民が農地の保全にも するようになった。 
 
－   

持続 は、以下のような 状から、中 度と見 まれる。 
 
(1) 制度・政策的持続  

四川省 技術 局によって林業 山が四川省地方標 「林業 山調査規画 計技術規 」

として ・ 布された。また国家林業局においても、 森林法 への に向けて調査

等が められている。このことから、林業分野として めて施工した「林業 山モデル」は植

生復旧工法として、制度化・政策化へ向けて大きな一 を み した状況である。た し地方

標 が実際の事業に されるには、四川省からこれを実施する施行通 が 要である。また、

地方標 どおり施工するための施工技術マニュアルのようなものが 要とされている。 
 
(2) 組 的持続  

省林業庁では、 として国際合 がプロジェクト をしたが、その他の部署はC/P と

なっていたものの、プロジェクトの 活 には 的に関与しておらず技術 はされていな

い。要 として、省 ルのC/P 機関の について、日本側は造林 などの技術系部 へは

技術 が 要と えており、林業庁側は「行政は管理が 事で技術は 下の省林業調査規画

院及び省林業科学研究 が している、 要な技術は本 研修で み」とする えにつ

いて 通が 分でなかった。プロジェクト 後の林業 山政策 定後には、省林業庁内

部署の業務分 に基 き、関連部署による林業 山の 体的実施となる見 みである。 
省林業調査規画院、省林業科学院、省林業幹部学校では、林業庁 下の組 ではあるものの、
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独自に事業を受 しており、林業 山事業及び林業 山研修実施の組 体制は っている。 
3 市県林業局では、プロジェクトにより林業 山の試験施工、独自施工の実施による実 は

でき、組 として実施する体制はおおむ っている。 
 
(3) 技術的持続  

山 技術 として技術系 C/P（省林業調査規画院、省林業科学院、市県林業局）の能力

は 分に向上していることが確 されており、う 7 名は に研修 人 としての能力も強

化された。林業幹部学校C/P も研修 能力は 分に まっている。一方、省林業庁は林業

山の技術能力強化はできていない。林業 山技術の持続 を図るために、プロジェクト 後

も林業 山事業の 続が 要である。 
 
( ) 政的持続  

いずれのC/P 機関も政策 定までの 政的持続 は 難である。省林業庁では「四川省震災

地植生復旧試行・モデル」を被災 39 市県のう 5 市県（う 市県 JICA のプロジェクトエリ

ア）で本プロジェクト期間中に実施したが、2013 年で に した。林業 山事業を実施する

には、国家 ルでの政策策定が 要であり、国家林業局が 積極的に取り組 でいるとこ

であるが、林業 山事業を 持するためには、政策策定までに多様な を活 して林業

山事業に取り む 要がある。 
 

C/P 機関 の持続 の見 みに係る調査結果を、表１ のとおり 理した。 
 

１   

C/P 機関名 組 的持続  技術的持続  政的持続  

1. 四川省林業庁 国際合 がC/Pとして中

的に機能した。林業 山の政

策 定後に、その他の部署は

業務分 に基 き が

定する見 みである。 

省林業庁は「行政であり技

術 は 下の 2 院が

する」とのことから、プ

ロジェクト期間中の技術

を C/P は受けていな

い。 
 

への は、国家 ル

で、林業 山実施の法的 が

られた 合、林業 山 も

政府の年度 政 組みに

る見 み。 
 
・2013 年に発生した 市

山地震の「復旧計画」では、林

業 山が され 価が計上

された。 
 
・地方標 「林業 山調査 計

技術規 」として ・ 布が

され、201 年 9 月 1 日から施

行された。 
 
・四川省及び国家林業局は林業

山の 森林法 への に

力中である。 

(1)国際合  
プロジェクトの総 部 で

中国側の 。林業庁でC/P
として機能していた部署。 

プロジェクト と

しての経験を た。 

(2)造林  
C/P 本 研修には 1 名 加。

と どプロジェクト活

はしていない。行政機関のた

め管理 、技術指 はしな

い。 

C/P 本 研修に 加した

が、プロジェクト活 への

的な関与、及び林業

山研修への 加も 定的

であったことから、林業

山の技術 は 家か

らは受けていない。 (3)科技  
C/P 本 研修には 1 名 加。

と どプロジェクト活

はしていない。 
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( )人事  
研修 C/P。研修の 画は

林業庁の 部署で、人事

はその 機関。 さ

れた研修が林業幹部学校で

実施される。 

プロジェクト活 への

的な 加は 定的で、技

術 はない。 

(5)四川省林業 ー ン 

3 回 JCC でC/P として 2
名が 加された。 

本 研修に 2 名 加した

のみ。 

2. 四川省林業調

査規画院 
 

も中 的な技術系C/Pとし

て林業 山技術を した。

試験施工では計画・ 計活

に 事。業務では、計画・

計を市県から受 して実

施もしている。 

・研修 C/P は 2 名が

成された。（ 林華 8 回、

回実 。） 
・ ト 成、技術指

等 した。 
・林業 山の技術は、林業

山研修、試験施工、受

施工を通じて向上してい

る。 
・受 案件の 計ではその

一部に林業 山施工を

案している。 

・省林業庁に係る事業の 政見

みは、上に じ。 
・独自に、市県林業局から事業

を受 している。201 年には

山地震復興事業の一部を受

しており、林業 山もその一

部 計で 案している。 

3. 四川省林業科

学研究院 
 

プロジェクトの要請 成

に関与、 期の調査活 に

加した。業務では、計画・

計、 査を市県から受 して

実施。受 案件で、 計

した の中には、林業 山研

修未受 もいた。 

・研修 C/P は 1 名が

成された（ 2 回実 ）。

・林業 山の技術は、林業

山研修、試験施工、受

施工を通じて向上してい

る。 
・受 案件の 計ではその

一部に林業 山施工を

案している。 

・省林業庁に係る事業の 政見

みは、上に じ。 
・独自に、市県林業局から事業

を受 している。 

. 四川省林業幹

部学校 
 

プロジェクトの林業 山研

修 2 ー を 、研修評価

等も実施。 とともに研修

カリ ュラ 、 ト

成・ に 事。 能力、

体制は 分。独自に研修受

もしている。 

・プロジェクトの林業 山

研修の はC/P 1名が

してきており、カリ ュ

ラ 成、 ト 成

等の研修 能力は

分にある。 

・省林業庁に係る研修の 政見

みは、上に じ。 
・独自に受 したア 州

県林業局の林業総合研修で、林

業 山 も 案・実施してい

る。 

5. 綿竹市林業局 林業 山技術を った独自

施工の実施体制はあり、

が確保されれ 、林業 山事

業は 続できる。 

・研修 C/P は 2 名が

成された。（ 3 回、

2 回実 。） 
・林業 山研修、試験施

工・技術研修を通じた林業

局、林 ー ンの技

術C/P、試験施工地の農民

等が技術を している。

・四川大地震復興 、 基

金、 州 行からの で

独自施工 59.05 ha を実施した。

・2015 年は「防災・ 災事業

」を確保 み。 

6. 汶川県林業局 林業 山技術を った独自

施工の実施体制はあり、

が確保されれ 、林業 山事

業は 続できる。 

・研修 C/P は 1 名が

成された（ 6 回実 ）。

・林業 山研修、試験施

工・技術研修を通じた林業

局、林 ー ンの技

・汶川地震復興 で 20.28 ha
を独自施工したが、林業 山の

施工 価も他と して 5 万

と く、 と水害の しい

環境から 持管理 トも施
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術C/P、試験施工地の農民

等が技術を している。

工 価以上に い。他部 との

連 体制による 確保に期

。 
7. 北川県林業局  ・研修 C/P は 1 名が

成された（ 立 6 回実

）。 
・林業 山研修、試験施

工・技術研修を通じて林業

局、林 ー ンの技

術C/P、試験施工地の農民

等が技術を している。

・四川大地震復興 で 20.01 
ha を独自施工した。 
・政策 定まで、 確保は

難な見 み。 

8. 茂県林業局 
 

2011 年 12 月、 3 回 JCC で

C/P 機関 がプロジェクトエ

リアには まない、として

加が された。 

2012 年より試験施工を中

止している状況であるが、

これまで林業 山技術

養成研修を受 してき

たC/P は 3 名となってい

る。 

（2012 年より試験施工中止。）

9. 彭州市林業局 2011 年 12 月、 3 回 JCC で

C/P 機関 がプロジェクトエ

リアには まないとして

加が された。 

2012 年より 加された

C/P であり、林業 山研修

は受 しているものの、プ

ロジェクトの試験施工事

が少なく他林業局 ど

の施工技術 には っ

ていない。 

・省林業庁のモデルプロジェク

ト対 5 ではなく、林業 山

の独自施工の実 はない。201
年度プロジェクトの試験施工

後は、独自施工の ・計

画はない。 

果  
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 結  
 
上記のとおり、プロジェクト目標は 成されており、 定通り 2015 年 1 月に することが

であると合 評価調査 は した。なお、このプロジェクトは、日本独自の 山の理 と

技術を四川省に し、 にその重要 は、中 政府にも められ全国に積極的に 開されよう

としており、極めて大きなインパクトを生み しつつある を合 評価調査 は、 に く評価

するものである。 
 
 

 と  
 
－１  

１ １ プロジェクト（C/P 及び JICA 家）への  
(1) プロジェクト 後に き続き 市県において、多様な を活 し、被災森林植生の

復旧事業が持続的・自立的に行われるとの見通しであることから、JCC において、PD
の上位目標の指標である、プロジェクト 後 3 年目までの森林植生復旧面積を たな

目標 （200 ha 度）に 定するとともに、上位目標を 成するための 部条件として

「多様な を活 できる。」を 加すること。 
(2) 地方標 に 合した施工 が確保されるよう施工技術マニュアルをプロジェクト

までに 成さ ること。 
(3) 研修カリ ュラ 、 トを 研修 ー 研修実施後プロジェクト までに 成

さ ること。その際、 等を活 した ジュアルにも すること。 
 

１  中国側関係機関への  
(1) 国家林業局に対して 

1) 国家政策「生態 建 」の 上有 な施策である林業 山を制度化するために、

森林法の 定を行うとともに関係省が林業 山を実施するための を確保できる

よう めること。また、林業 山の国家標 を やかに 成すること。 
 

(2) 省林業庁に対して 
1) 地方標 「林業 山調査規画 計技術規 」を、実際の事業に 期に するため、

要な施行通 を発 すること。 
2) プロジェクトが 成する研修カリ ュラ 、 ト及び施工技術マニュアルを

すること。 
3) プロジェクト 後の持続的発 に関わる体制と を 期に すること。 
) 被災地の生態系を 期に復旧するため、 き続き省林業幹部学校における林業 山技

術研修の対 の の 大を図ること。 
5) プロジェクト 後においても、多様な を活 し被災森林植生の復旧事業を持続
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的・自立的に実施するよう 市県を指 すること。 
6) 生 環境が しい林業 山施工地において、活 を向上さ るために なる技術開

発に めること。 
 

(3) 市県に対して 
1) プロジェクト 後においても、多様な を活 し被災森林植生の復旧事業が持続

的・自立的に実施すること。 
2) 今後の林業 山の 計と施工については、林業 山の を確保するため省林業庁が

する施工技術マニュアルに基 き、 に実施し 計・施工関連 を持つ

計・施工機関に すること。 
 

１  JICA への  
林業 山が中国政府の政策に位 けられるよう、 能な でプロジェクトの成果とイン

パクトの 大について、中国側の主体的な活 を側面 援すること。 
 
－２ の の と  

(1)  での試験施工を中 としたアプローチと本 での の有  
プロジェクトにおいては、林業 山を するためにまず においてその 要 、有

のC/P による理 を するために 家が技術系C/P と して 地で試験施工を実

した。さらに、日本国内でのC/P 研修を通して、実際に日本の における 山事業の実

施状況を することにより、C/P に林業 山に係る理 が に した。この結果、C/P
の理 が 的に まり、独自施工面積の急 な 大によりプロジェクト目標の 成に大き

く した。C/P に みのない技術の を図る 合には、 における 指 や本

での が有 である。 
 

(2)  大学等 等 研究機関のリ ー 活 の  
プロジェクトにおいては、研修 の確保、 の 、試験地のデータ分 、

ト、 ンド クの 成、林業 山の 果の 証等において北 林業大学等との連 を行

った。こうしたリ ー の活 により、 成果が 的に発 された。 の いリ ー

の活 が 要な案件においては、大学等 等 研究機関のリ ー の活 が 的

である。 
 

(3)  C/P 機関から上部組 への の重要  
四川省林業庁が、プロジェクトの実施を に重 し、C/P 機関として林業 山の と

重要 を 分 した上で、本プロジェクト実施期間中に、四川省政府と中 政府の関係部

による林業 山政策の策定を 案し、積極的に した。このようにC/P 機関の上部組

への が に重要である。 
 

( )  ローカルリ ー の活 による事業の 化 
プロジェクトにおいては、林業 山という中国側にとって しい理 と技術を する
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一方で、 の技術要 に関しては、 土 工といった しい工法 けでなく地 の

的技術も し、地 の を活 し、地 の を するなど中国側の経験も活

し、 トの に結び いた。このように、 しい概 を する 合であっても実 に

じて 地リ ー の活 を図ることによって さらには持続 をも めることがで

きる。 
 

(5) 他の JICA プロジェクトの ウ ウの活 による 化 
本プロジェクトにおいては、「四川省森林造成モデル計画プロジェクト」により、開発さ

れた 山技術を とした他、本プロジェクトの C/P 機関が、「 部地 林業人 成

プロジェクト」のC/P 機関の とつであったことから、研修管理能力向上においてはその

ウ ウも活 され、 的な成果の発 に結び いた。プロジェクトの の計画に たっ

ては、他の JICA プロジェクトの技術、 ウ ウ等を 大 に活 することにより 化を

図ることが重要である。 
 

(6) 活 の内容に じた 的な 家の  
本プロジェクトにおいては、 においては、 山 計/ 山施工の長期 家による 地

に した指 が 要であったが、3 カ所のパイロ ト イトで 行的に 1 人の 家

が指 することは、 難を極め、プロジェクト 管理上の が生じた。 家の に

たっては、 期にも 分な指 が 能となるよう 的な が 要である。 
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 その他 
 

－１  

 JICA「四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト」合 評価調査 は、今 プロジェクト

の 評価調査を実施し、合 評価 を プロジェクトに係る合 調 に

した。 
 の結 のとおり、 プロジェクトは目標を 成していると され、さらに、日本独

自の 山技術が中国中 政府の政策に されるという、大きなインパクトを生み しつつある。 
 これも山間 地という 条件の中で技術指 に した 家、その指 を積極的に受

け止め主体的に活 を実施した中国側 C/P、そしてプロジェクトの成果を く評価し他省への

及・ 開に 力した国家林業局及び四川省林業庁等、関係 の なら 力と、 中国日本大

及び JICA 中国事務所の 援・ 指 の 物であり、この を りてお を し上げたい。 
 評価結果の については合 評価 に記 の通りであるが、ここでは に重要な

事 と に記 のない事 について れておく。 
 
(1) 日本方 の 及及び日本 の 開に関して 
 日本の 山技術は、100 年を える 山の の中で発 してきたものであり、「日本方 」の

表 ともいえるものであり、また、その施工のためにさま まな が開発されてきている。

したがって、日本の 山技術を中国に する本プロジェクトは日本方 の 及という でも

く評価されるものである。また、本プロジェクトでは日本 を した工 を施工し、後にこ

の が 地生産されており、日本 の 開の面でも重要な を果たしているものであ

る。 
 
(2) 中国の国家政策へのインパクト 
 本プロジェクトが した 山技術は、土 的 法と 化的 法を組み合わ た被災森林植生

復旧技術である。これまで 化的 法のみにより 果が 定的であった中国の被災森林復旧事業

に をもたらしたともいえ、四川省林業庁に く評価されるのみならず、 省幹部の国・他省

への きかけもあり、国家林業局も国家政策への を するに る。さらに、 められ

ている森林法の にも され、国家的な取り組みが されようとしている。このような中

国の国家政策へのインパクトは、中 と地方の連 がうまくいった ー として極めて画期的な

ものであり、こうした でも本プロジェクトは く評価されるべきものである。 
 なお、国家林業局は、林業 山の全国的な 開のためには、四川省とは なる自然条件等に対

できる多様な 山技術の 等が 要であり、日本人 家の や中国側技術 に対する本

研修の実施を要請したいとしており、その トについても中国側で積極的に する 能

を している。実際に四川省林業庁が日本の森林・林業分野の技術 を中国側の ト で

している事 もある。 
 上記 (1) のとおり、林業 山の全国 開は、日本方 の 及や日本 の 開にもつなが

るものであり、今後 JICA 事務所においては、合 評価 でも「 能な でプロジ

ェクトの成果とインパクトの 大について、中国側の主体的な活 の側面 援をすること」と
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されていることを まえ、国家林業局等から 援の要請内容について を する等の対

をしていた きたい。 
 
(3) 森林防災の 的な重要

 森林による防災・ 災・復興 援の は 201 年の国連 農業機関（  a  A  
a a   h   a ： A ）林業大 でも取り上げられ、また生態系を活 した防災・

災（ - a  D a  R  R ： -DRR）も 201 年開 される生物多様 条約

約国 等でも取り上げられる見 みであり、さらに、これらは 2015 年 3 月に で開 される

国連 防災 でも が 定されており、国際的な関 を めているとこ である。JICA 地

球環境部も、自然環境保全分野事業 の の とつに「防災・ ジリエン 強化のため

の持続的森林管理」を げ、取り組みを強化しており、本プロジェクトはこうした 流の先 け

としても重要なものである。 
 また、 山技術の によりこれまで以上に防災 果の い森林へ復旧することや、被災森林

植生の復旧に果 を し、地域住民の生計向上を図るとともに ュニ の ジリエン の

強化につなげる取り組みは、JICA 地球環境部の防災 ジ ン ーパーが げる「より災害に強

い の構 」（  a  ）の理 に合 し、「防災の主流化」の取り組みとしても く評

価できるものである。 
 
( ) 日中の 関係 への  
 本プロジェクトでは 年日中 方関係 による植 が開 され、 日本大震災の発生 には

中国側が 援金を めるなど、日中 関係 の面でも本プロジェクトの果たした は大き

いものがある。 
 なお、本プロジェクトでは JICA の技術協力プロジェクトの イトにプロジェクトの が

されていないため、 に日本側に対する が不 分であると えられる。プロジェクトの

りの期間が られてはいるが、今からでも ー ージの 開を始める等、日中 に関する積

極的な PR の取り組みが 要ではないかと われる。 
 
(5) 今後の四川省における 山事業の への 事  
 合 評価 にも記 しているが、中国政府は 「林業 山」を森林法を して

制度化し、全国的に する方向で を めてはいる。これによる が確保されるまでの間、

プロジェクト 後の四川省における 山事業は、その他の多様な を活 して め るを

ず、 定的な 源が確保できているものではない。また、プロジェクト実施期間中は 省林業庁

国際合 が となっていた実施体制については、プロジェクト 後は関連部署により実施

することとされているが、 では 体的にはなっていない。 
 省林業庁 庁長は、今 JCC で された上位目標を 成する 向を表 しており、こう

した幹部の ト ントによりプロジェクト 後の 山事業の積極的な 続はある 度期

できるものの、JICA 中国事務所においては、プロジェクト 後の四川省林業庁等における活

の 続や実施体制の状況、国家林業局における制度化の 状況の確 等、 なフ ローア

プをお いしたい。 
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(6) 長期 家の 的な について 
 合 評価 でも指 されているが、本プロジェクトの においては、 山 計/
山施工の長期 家の業務 が 大となり、プロジェクト 管理上の が発生している。

結果的には他の 2 名の 家が 家の業務を 援することでプロジェクト活 の実施自体

への は回 され、成果への も ていないが、本件は重要な として受け止めるべき

である。 
 体的には、長期 家 3 名が中国に し、かつそれぞれが他の 家の指 分野について

も 援できる人 であったことにより、 な対 ができたわけであり、期 される成果に見合

った な規模・形態・内容の を今後の 案件においては すべきである。 
 
－２  

 今回の「四川省震災後森林植生復旧計画プロジェクト」合 評価調査では、汶川県林業局、北

川県林業局の 山施工地 及びC/P との面 、四川省林業庁との面 、中国側評価 ン ーと

の協 （国家林業局及び四川省林業庁等）に 加した。 期間の られた中での調査であったが、

C/P、長期 家等の関係 との を通じての所 を べさ ていた く。また、 人的には

本プロジェクトの に四川省 山州で実施された「四川省森林造成モデル計画プロジェクト」の

造林 家として 加し、その際に 山技術を した経 や 2008 年の四川大地震発生

後の日本政府調査 に 加し、本プロジェクトの 期立 上げにも わった経験に照らしなが

ら べさ ていた くことを し える。 
 

(1) 国家政策にも を与えた「林業 山」 
本プロジェクトは中国で実施してきた の林業プロジェクトの中でも、国家 インパクト

としては大 大きな成果があったと える。 
山技術については、 が 家として 加した四川省森林造成モデル計画プロジェクト

（2000 年～2007 年：四川省 山州）においても、プロジェクト 中から のチーフリーダ

ーの発案により、 山技術を して取り組 経 がある。 
四川省 山州で実施したプロジェクトは、 、 地域（ は く 発 が い地

域）における造林技術の開発が目的であったが、造林技術 けでは土 流 ントロールが

難であったため、プロジェクト 長の 加 に 山技術を加え、地形・ 等の状況に

じて造林技術と 山技術を することが有 であることをモデル施工地の造成を通じて

証 することとなった。 は造林と 山の 方の として わったが、 に 山に関しては

した い が多く、C/P に 山の 要 を くことから始まり、 の ・ 計、竹

の 竹の 成、 の 成、植生土 の 成など の調 ・ 成から施工まで、さま

まなトラ ルを り えて実施したことが い起こされる。 
山州で実施した 山は 山州林業局が インのであったこともあり、省林業庁、国家

林業局への はそれ ど大きなものとは えなかったが、本プロジェクトは、四川大地震（汶

川地震）からの復旧・復興という国家主 的なプロジェクトであったこともあり、 的には

中国森林法に「林業 山」が 加されようとするまでに ったことは大 大きなインパクトで

あったと える。 
今回の評価 の中では今後の 的な けや人 成の 続 が される 見もあっ
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たが、日本でも たな法制度が される際は と トで められることが多く、中国の

政策事 もそれと 様と えれ 、「林業 山」の法制化が え 、今後の けも 然的

に確約されていくものと えられる。 
 

(2) CP の  
評価 では汶川県、北川県の林業局C/P にインタ ューを行ったが、その際にも強く じら

れたのは県林業局C/P の復旧・復興に対する であった。 
プロジェクト は、市県林業局C/P の中にも震災で家 を い、被災 に けない方

もおられたとのことであるが、 しみを り えて、プロジェクトへの積極的な 加・協力・

が られるようになったことがこのような い成 につながったものと えられる。 
長期 家からも、 に ーパー ンとなる 主 的なC/P が、技術的な指 けでなく、

のまとめ として をもって施工管理を行うなど、 いリーダー プを発 してくれ

たことが、 ー なプロジェクトの 行につながったとの 見があった。 
 

(3) 日本技術の 開への 能  
本プロジェクトで した フ ー 工の は、 のモデル施工は日本からの

した を したとのことであったが、2 年目以 のモデル施工は中国の が日本

ーカーとのライ ン 約により生産した を いて施工したとのことであった。プロジェ

クト 後においても、ライ ン 約により フ ー 工 の が 能な体制が

されており、今後、独自に施工が行われる 合も、容 に 調 ができるものと えられ

る。 
201 年 6 月に 立された日本防災プラ ト ー （Ja a  a  P a ：J P）は、民間 業・

政府・国際機関等の協力体制を いて、連 して日本の有する い防災技術を 開するこ

とを目的としている。本プロジェクトの取り組みは、日本 業が で活 を 開する際の

事 にもなったと えられる（経 協力インフラ においても事 み）。 
2015 年 3 月には 市において 3 回 防災 が開 される 定であり、本プロジェク

トについても積極的に に発 していくべきと える。 
 

( ) 日中関係への  
今回の評価 と 行して四川省林業庁の で日本から 2 名の 家が され、四川省林

業庁や 市県の や林 で技術指 に たられていた。 
また、今回の四川省 の間に国家林業局 から国家林業局 で「林業 山」に係る

日 を実施したい の要請があったことから、 、201 年 12 月に実施することで調

を めているとこ である。 
このような中国独自の きは、 年の経 成長の の か、「林業 山」を森林法に取り

れるなど森林・林業分野への関 が まっていることにも関連していると えられるが、こ

れまでは と ど見られなかったことであり、JICA 技術協力を通じて ってきた日本の林業技

術に対する の れと、これまでの長年にわたる対中国協力の成果の とつと える。 
、国家林業局関係 と 見 したとこ 、 らは き続き日中協力を重 しており、

一 的な 上の が発生したとしても、30 年に及 協力関係は 続していくべき、との
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であった。 
この他、 務省、 中国日本大 による中国の林業行政関係 （約 35 名）を する

「J 2.0」も 201 年 12 月に計画されており、今後の森林・林業分野における日中関係の

向は、 方面からも 目されている。 
 

(5) プロジェクト 後の対  
本プロジェクトで実施した「林業 山」は、 山州のプロジェクトで取り組 山技

術に、 的な 土 技術を組み合わ たものであった。 
今回の評価においても、中国側から き続きプロジェクトの 続を む が多く こえてき

たが、本プロジェクトで技術 した 山技術は 地の事 に合わ て 価で有 な技術を

して したに ず、 度な技術や今回対 としなかった技術もま 多 している。

今後、中国の「林業 山」が なる発 を げるためには、 度な施工技術への 、施工

の向上、施工管理の 化・ ト化の ード技術の面 けなく、日本の保 林制度や山

地災害危険地 制度など規制制度のような フト政策との連 が 要である。中国側もこのこ

とは しており、今後も き続き協力を たいとのことであった。わが国が協力を められ

た 合、どのような形になるかは にして、持続 ・発 を 援する でも、研修の受 、

家の 等、 能なものについては今後も積極的に対 することが 要である。 
 
(6) その他 
 自 、2008 年の四川地震発生 後の政府調査 に林野庁から したが、 はパンダの森

林の生態系再生という 援プランを中国側に 案した記 がある。その 案したプランが「林業

山」という形にまで発 したことは、 期 で わった としても大 しいことであり、

ここに るまで 力された 家や JICA 関係 の 様の 力に から し上げたい。 
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